
 

 

  

令和５年 10月１日から 

インボイス制度が 

始まります! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪国税局インボイス登録センター 

〒550-8526 大阪市西区川口２丁目７番９号 

ＴＥＬ 06-6585-2260 

 公益社団法人 近江八幡納税協会 

〒523-0893 近江八幡市桜宮町 231-2 

TEL0748-33-4121/FAX0748-36-8415 

E-mail:omihatiman@nk-net.co.jp 

URL:https://www.nk-net.co.jp/omihatiman/https 納税協会では、税務署と共催で各種説明会を行っています。                 

インボイス制度説明会への参加を希望される方は、納税協会のホームページで日程を

ご確認ください。 
☝ 

 免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として

仕入税額控除の適用を受けることはできません。 

 

納税協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 


